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●キャリアアップ助成金「賃金規定等改定コース」について❷（取り組みと申請）  

前回に引続き、キャリアアップ計画書を提出してから

の取り組みと申請までの流れについてご説明します。 
❶キャリアアップ計画期間内に就業規則の賃金規定等

（賃金規定、賃金テーブル、賃金一覧表等）を作成し、

増額改定に取り組みます。賃金一覧表を新たに作成する

場合は有期雇用労働者等の基本給を時給、日給または月

給に換算し、右記のように金額の多寡の順に作成して取

り組みます。 
また、増額改定前の賃金規定等は 3 カ月以上運用す

る必要がございます。 
❷すべての等級の金額を 3％以上増額となるように改

定し、実際に、改定後の基本給で給与を支給します。既

存の賃金規定等を改定する場合、対象労働者が位置付け

られていない等級も含め、全て増額改定していることが

必要です。 
❸対象労働者の賃金規定等を改定した（賃金規定等の増額を適用した）後 6 ヶ月分の賃

金を支給した日の翌日から起算して 2 か月以内に申請ができます。 

♦キャリアアップ助成金「賃金規定等改定コース」について❷（取り組みと申請）  
♦失業給付について❶（基本手当の受給資格と手続きの流れ） 
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● 失業給付について❶（基本手当の受給資格と手続きの流れ）※ハローワークパンフレット抜粋  

雇用保険の失業等給付には、失業された方が、安定した生活を送りつつ、1 日も早く

再就職できるよう求職活動を支援するための給付として、「求職者給付」がございます。 
求職者給付には「基本手当」「高年齢求職者給付金」「特例一時金」などがありますが、

今回は代表的な「基本手当」の受給資格と手続きの流れについてご説明します。 
受給資格は原則として離職の日以前 2 年間に 12 カ月以上の被保険者期間が要件です。

但し、倒産・解雇等やむを得ない理由による離職の場合は離職の日以前 1 年間に 6 カ月

以上の被保険者期間が要件となります。 
❶求職申込と受給資格の決定  
 受給手続きをする本人が必要書類（離職票―1、離職票―2、
マイナンバーカード等、写真 2 枚、通帳）をハローワークま

で持参し、受給資格の確認・決定を行います。 
➋雇用保険説明会 
 ハローワークから受給資格者証など必要な書類が渡されます。また、雇用保険の受

給手続きの進め方や就職活動について説明を受けます。 
❸待機期間 
 受給資格の決定を受けた日から、失業の状態が通算して 7 日間経過する日までを「待

期期間」といい、この期間は失業手当が支給されません。 
（給付制限）自己都合で離職された方は待機満了の翌日からさらに原則 1 カ月間、懲戒解雇で

退職された方は待機満了の翌日からさらに 3 カ月間、基本手当は支給されません。 
❹失業の認定 
 認定日ごと（原則として 4 週間に 1 回）に受給資格証と失業認定申告書を提出しま

す。就労の有無、求職活動の実績などを確認して失業の認定が行われます。 
➎基本手当の支払い 
 失業の認定を受けた日数分の基本手当は、ご本人の普通預金口座への振込みとなり

ます。金融機関によって異なりますが、おおむね 1 週間程度です。 

 ＜基本手当の給付日数＞  
 
 
 
 
 
 
  
 

※特定受給資格者（倒産・解雇等の理由）及び特定理由離職者（その他やむを得な

い理由等）は一般の退職よりも多い給付日数となります。 
➏原則として 4 週間ごとに認定日が指定されます。 
 求人閲覧、職業相談などは認定日以外でもハローワークで利用できます。 


